
 開発許可の手続きについて  
 

・開発行為に該当するか否かまたは条例の手続き

を要するか否かを判定するため、「事前相談」

を提出して下さい。 
※各様式は、市のホームページからダウンロード

できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・「協議申出書」を開発業務

課へ 1 部提出して下さい。 
 

・「個別協議依頼書」には、

開発業務課にて割印（注 1）

をうけてから、各公共施設

管理者へ２部提出して下

さい。 
なお、本市以外の公共施

設管理者の場合は協議対

象者へ協議方法を確認し

てください。 
 
・各公共施設管理者の協議終

了後、市（開発業務課）が、

「同意及び協議書」を作成し

ます。作成後、事業者へ連絡

しますので、「公共施設の新

旧対照図」を 2 部ご持参くだ

さい。「同意及び協議書」に、

事業者及び藤沢市長双方押

印により、都市計画法 32 条

の同意及び協議締結となり

ます。 
 

・都市計画法 29 条に基づく「開発行為の許可申

請」を行ってください。なお、申請手数料は、銀

行窓口（９時～１６時）での収納となります。時

間に余裕をもって行ってください。 
 
・工事着手後直ちに「工事着手届」を 1 部提出し

てください。 
 
・工事を完了したときは「工事完了届出書」を、

1部提出をしてください。 
・検査を必要とする各公共施設管理者へは、「完

了検査依頼書」に開発業務課にて割印（注 2）

をうけてから、1 部提出をしてください。 
  

都市計画法第 32 条に規定する公共施設管理者との同意及び協議 

事前相談申込書の提出（様式１） 

協議申出書の提出（様式２） 

開発行為に 

該当と判定 

工事完了検査証の交付 

工事完了公告 
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> 各種申請書等のダウンロード 

工事完了届出書（都市計画法施行規則第29条別記様式） 

公共施設工事完了検査依頼書（様式４）注 2 

工事着手届の提出 
（県規則別記第 8号様式） 

開発行為の許可申請書の提出 
（都市計画法施行規則第 16 条別記様式第 2） 

開発行為の許可（許可書の交付） 

｢藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条

例｣に該当する場合には、別途、条例担当と手続きを行

ってください。 
※別紙『条例による手続きの流れ』を参照 
「経過報告書の提出」後、次の手続きになります。 

個別協議依頼書の提出（様式３）注 1 

同意及び協議の締結 

協議締結までの流れ 
 
 

回

答 

 

事業者 開発業務課 

提

出 

市（開発業務

課）が協議書を

作成 

  同意

及び

協議

書 

市 道     →道路管理課 

下水道施設→下水道業務課 

公園・緑地 →公園課 

消防水利施設→警防課 

   個別

協議

依頼

書 

（添図書は各課に

確認してくださ

い。） 

各公共施設管理者 

同時に提出する 

（事業者と藤沢市長の押印） 

平成 28 年 9 月 1 日更新 藤沢市開発業務課 

約 2 週間程度で電話等

にて回答の連絡をしま

す。例外もあります。 

事業者 公共施設の新旧対照図の作成 

（表） 



 

 開発行為について  
藤沢市内で次のような行為を行う場合は、都市計画法第 29 条に規定する開発許可の要否等

を判断するため、「開発行為等に関する事前相談申込書」を提出してください。 

 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照）

 
① ５００㎡以上の土地で建築行為を行う場合（宅地分譲や増築・改築等を含みます） 

② 従前一体利用されていた土地の面積が５００㎡以上あり、その一部で事業を行う場合 

③ 従前所有者が同一であった土地で、合計面積が５００㎡以上あり、その一部で事業を行う

場合 

④ 市街化調整区域で建築行為を行う場合 

⑤ 宅地造成規制区域内で造成行為を行う場合 

⑥ その他事前相談により判断することが適当であると判断される場合 
 

 

 開発許可基準について  
 

市街化調整区域 技術基準＋立地基準 

第二特定工作物 
技術基準 

市街化区域 

 

 

技術基準「都市計画法に基づく開発許可に関する審査基準①」（※参照） 

「鉄筋コンクリート造擁壁の取扱基準」（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照） 

神奈川県八市開発許可研究協議会において取りまとめたものです。 

 

立地基準「都市計画法に基づく市街化調整区域に関する審査基準②」（※参照） 

 

強化基準「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照） 

・第４４条 （道路に関する技術的細目の制限の強化） 

開発行為における開発区域内の道路について定めています。 

 

・第４５条 （公園に関する技術的細目の制限の強化） 

開発区域に設ける公園、緑地又は広場について定めています。 

 

・第４６条 （住宅の敷地面積の最低限度） 

開発行為における住宅敷地の最低敷地面積について定めています。 
地区・区域等 用 途 地 域 等 宅地規模 

 第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 120 ㎡ 

風致地区 第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域 130 ㎡ 

市街化区域1,000㎡未満 第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域以外 100 ㎡ 

市街化区域 

1,000以上～3,000㎡未満 
第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域以外 110 ㎡ 

市街化区域3,000㎡以上 第１種低層住居専用地域・第２種低層住居専用地域以外 120 ㎡ 
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※市民相談情報課（本庁舎４階）にて、

審査基準の写しを有償配布しています。 

※開発業務課にて閲覧できます。 

（裏） 


